
「生活・仕事相談会（１月）」開催のご案内

　るもい生活あんしんセンターでは、生活や仕事等

でお困りの方を対象に相談会を開催しています。相
談は無料で行っていますので、ぜひご活用ください。
　詳しくは、下記の予約・お問合せ先までご連絡を
ください。
■日時
　１月 10 日（水）　① 14 時 00 分～ 14 時 50 分
　　　　　　　　  ② 15 時 00 分～ 15 時 50 分
　１月 23 日（火）　① 14 時 00 分～ 14 時 50 分
　　　　　　　　　② 15 時 00 分～ 15 時 50 分
■場所
　文化交流センター１階　和文化作法室１
■料金
　無料
◎予約・問合せ先
　自立相談支援事業所「るもい生活あんしんセンター」
　☎ 0164-56-1616

相続登記の義務化始まる！
～旭川地方法務局からのお知らせ～

　公共事業、復興事業などの土地利用を阻害する所
有者不明土地の問題は、相続登記がされないことが
大きな原因となっています。
　そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、
不動産登記法が改正され、令和６年４月１日から相
続登記が義務化されることとなりました。
　これにより、不動産を所有する方が亡くなられた
場合、その相続人は、所有権の取得を知った日から
３年以内（遺産分割協議の場合は、話し合いがまと
まった日から３年以内）に相続登記の申請をしなけ
ればならないこととなりました。これは、すでに発
生している相続も対象となり、令和６年４月１日か
ら３年以内に相続登記が必要となりますので、ご注
意ください。
■受付時間
　平日の８時 30 分～ 17 時 15 分まで
　（年末年始・祝日を除く）
■手続きの詳細　法務省ホームページ
　https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
◎問合せ先
　旭川地方法務局登記部門　☎ 0166-38-1146

緊急通報は 110 番
相談電話は「＃ 9110」に！

〇 110番は、緊急の事件・事故などを、いち早く警
察へ通報するための緊急電話です
110 番に出た警察官が、事件・事故の内容に基づ

いて必要な事項を質問します。慌てず落ち着いて正
しく答えてください。また、警察官が早く現場に到
着できるよう、その場所の住所や付近の目標となる
建物などを正しく伝えてください。

携帯電話で 110 番する場合、車で移動しながらの
通報や歩きながらの通報は通話が途切れることがあ
りますので控えてください。また、車を運転しなが
らの通報は法令違反となる場合がありますので、車
を安全な場所に停止して通報してください。

110 番通報時に音声だけでは状況が分からない場
合、スマートフォンから現場の状況などの動画や静
止画像の提供をお願いする場合があります（通信料
金をご負担いただくことになります）。
〇 110 番アプリについて

110番アプリは、聴覚や言語に障がいがあ る 方 な
ど、音声による110番通報が困難な方が、スマート
フォン等を利用し、文字で警察に緊急通報するシス
テムです。110番アプリを利用するためには、事前に
専用のアプリをダウンロードする必要があります。

音声による 110 番通報が可能な方は電話での110
番通報をお願いします。
〇警察相談専用電話「＃ 9110」等の利用について
　緊急の対応を必要としない遺失物・拾得物の届出、
諸手続きに関する照会などは、最寄りの警察署・交
番・駐在所の電話を、相談者や警察業務に関する意
見・要望は、短縮ダヤル「＃ 9110」の警察相談専
用電話をご利用ください。
◎問合せ先
　留萌警察署　☎ 0164-42-0110

雪による事故の防止
～慣れた雪かき　危険がいっぱい～

〇早めの氷雪下ろしを
　例年、屋根からの氷雪の落下により、下敷きにな
るなどの事故が発生しています。氷雪が屋根からせ
り出している軒下などは、危険ですので近づかない
ようにしましょう。また、氷雪は早めに下して、落
氷雪による事故を防止しましょう。
〇雪下ろし作業は複数で行い安全確保
　例年、屋根の雪下ろし中に、ハシゴや屋根から転
落する事故も発生しています。作業するときは、補
助者を置くなど複数で行うとともに、転落防止や
万一のときに備え、万全の措置を講じ、自身の安全
を確保しましょう。
〇除雪機に注意
　例年、除雪機による除雪作業中に、衣類を巻き込
まれる、下敷きになるなどの事故も発生しています。
除雪作業時は、作業に適した服装を着用し、エンジ
ンを掛けたまま雪詰まりを取り除くなどの作業は絶
対にやめましょう。
◎問合せ先
　留萌警察署　☎ 0164-42-0110
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企画振興課企画振興係　

www.town.obira.hokkaido.jp/
 ● ホームページアドレス

 ● Ｅメール（電子）アドレス　 info@town.obira.lg.jp
TEL 0164－56－2111（内線 207・208・289）
FAX 0164－56－2110
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